
 

 職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。  

  令和８年５月 29日  

大 阪 市 人 事 委 員 会   

委員長 西出 智幸   

大阪市人事委員会規則第７号  

職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則  

職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則（平成 18年大阪市人事委員会規則第９

号）の一部を次のように改正する。  

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改

正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。  

改正後  改正前  

（外国勤務手当）  

第 13条  条例第 18条第２項に規定する

外国勤務職員が所在地勤務の外務公

務員であるとした場合に支給される

こととなる外務公務員給与法第９条

又は第 11条の規定による在勤基本手

当の額に相当する額は、別表のアの

表の左欄に掲げる職員の給与に関す

る条例（昭和 31年大阪市条例第 29号。

以下「給与条例」という。）第４条第

１項第１号に規定する行政職給料表

（以下「行政職給料表」という。）に

よる職務の級の区分に応じ、それぞ

れ別表のアの表の右欄に掲げる在外

公館に勤務する外務公務員の在勤基

（外国勤務手当）  

第 13条  条例第 18条第２項に規定する

外国勤務職員が所在地勤務の外務公

務員であるとした場合に支給される

こととなる外務公務員給与法第９条

又は第 10条第１項の規定による在勤

基本手当の額に相当する額は、別表

のアの表の左欄に掲げる職員の給与

に関する条例（昭和 31年大阪市条例

第 29号。以下「給与条例」という。）

第４条第１項第１号に規定する行政

職給料表（以下「行政職給料表」とい

う。）による職務の級の区分に応じ、

それぞれ別表のアの表の右欄に掲げ

る在外公館に勤務する外務公務員の



 

本手当の額、在外住居手当に係る控

除額及び限度額並びに子女教育手当

に係る自己負担額を定める政令（昭

和 49年政令第 179号。以下「外務公務

員基本手当等政令」という。）別表第

１第２号の表（総領事館が所在しな

い勤務地（以下「総領事館非所在勤務

地」という。）にあっては、外務公務

員基本手当等政令別表第１第１号の

表）の号別の欄に掲げる号に該当す

る当該外国勤務職員の勤務地に係る

外務公務員基本手当等政令別表第１

第２号の表に掲げる所在地（総領事

館非所在勤務地にあっては、当該勤

務地が属する外務公務員基本手当等

政令別表第１第１号の表に掲げる所

在国）に対応する額とする。  

[２～６  略 ] 

７  条例第 18条第３項第３号に規定す

る人事委員会規則で定める者は、外

務公務員給与法第６条第６項各号に

規定する者とする。  

[８  略 ] 

９  条例第 18条第３項第３号に規定す

る外国勤務職員が所在地勤務の外務

公務員であるとした場合に支給され

在勤基本手当の額、住居手当に係る

控除額及び限度額並びに子女教育手

当 に 係 る 自 己 負担 額を 定 め る 政 令

（昭和 49年政令第 179号。以下「外務

公務員基本手当等政令」という。）別

表第１第２号の表（総領事館が所在

しない勤務地（以下「総領事館非所在

勤務地」という。）にあっては、外務

公務員基本手当等政令別表第１第１

号の表）の号別の欄に掲げる号に該

当する当該外国勤務職員の勤務地に

係る外務公務員基本手当等政令別表

第１第２号の表に掲げる所在地（総

領事館非所在勤務地にあっては、当

該勤務地が属する外務公務員基本手

当等政令別表第１第１号の表に掲げ

る所在国）に対応する額とする。  

[２～６  同左 ] 

７  条例第 18条第３項第３号に規定す

る人事委員会規則で定める者は、外

務公務員給与法第６条第５項各号に

規定する者とする。  

[８  同左 ] 

９  条例第 18条第３項第３号に規定す

る外国勤務職員が所在地勤務の外務

公務員であるとした場合に支給され



 

ることとなる外務公務員給与法第 24

条（第３項を除く。）の規定による子

女教育手当の額に相当する額は、外

国通貨に換算する前の額とする。  

ることとなる外務公務員給与法第 15

条（第３項を除く。）の規定による子

女教育手当の額に相当する額は、外

国通貨に換算する前の額とする。  

備考  表中の [ ]の記載は注記である。  

   附  則  

この規則は、公布の日から施行する。  


